
R６ 地震発生時・警報発令時の対応マニュアル（家庭用） 高浜市立吉浜小学校

在校中 登下校時・授業後 在宅中(登校前・下校後・休日)

震度５弱以上地震発生 ○授業・行事の中止 ○授業・行事の中止 ○授業・行事の中止
※状況と場所に応じて避難をし、その後帰 ※児童は自宅待機する。(家庭で事前に相談
宅するか、学校へ避難するかを選択する。 した場所があればその場所に避難する)
(親子でよく話し合ってください) ○職員は児童の安全確認をする。
○職員は学校へ避難した児童の誘導をす ○「安全宣言」の発表を受けて、校舎や通学

①避難(運動場または体育館) る。 路の安全を確認して、授業を再開する。
②保護者引き渡し ①避難(運動場または体育館)
※安全確認をし徒歩で迎えに来てくださ ②保護者引き渡し
い。 ※安全確認をし徒歩で迎えに来てくださ
○職員は、児童全員が引き渡し終了まで待 い。
機する。 ○職員は、通学路を歩き、子どもの確認を

し、指示をする。

情南 調査した結果、
報海 南観測された現 発表された情報の緊急度(災害リスクの切迫度)に応じて、以下の対応をする。
ト 象を海トラフ沿 ○授業・行事の中止 ○職員が通学路を巡視し、速やかに帰宅を ○休校を指示する。

臨ラ いの大規模な地 ①避難(運動場または体育館) するように子どもによびかける。
時フ 震発生の可能性 ②保護者引き渡し
地 が平常時と比べ ※安全確認をし徒歩で迎えに来てくださ

の震 て相対的に高ま い。
発に ったと評価され ○職員は、児童全員が引き渡し終了まで待
表関 た場合 機する。
す
る 上記以外 通常通り(○通常通りの授業や登下校をすることを保護者にメールで知らせる)

大津波警報発令 ○授業･行事を中止し、教室で待機する。 ○授業・行事の中止 ○授業・行事の中止
※状況と場所に応じて避難をし、その後帰 ※在宅中の場合、児童は自宅待機する。
宅するか、学校へ避難するかを選択する。 ○津波災害警戒区域にあたっては指定避難場
(親子でよく話し合ってください) 所に避難する。
○職員は学校へ避難した児童の誘導をす ○職員は児童の安全確認をする。
る。 ○「安全宣言」の発表を受けて、校舎や通学

①避難(運動場または体育館) ①避難(運動場または体育館) 路の安全を確認して、授業を再開する。
②保護者引き渡し ②保護者引き渡し
※安全確認をし徒歩で迎えに来てくださ ※安全確認をし徒歩で迎えに来てくださ
い。 い。
○職員は、児童全員が引き渡し終了まで待 ○職員は、通学路を歩き、子どもの確認を
機する。 し、指示をする。

津波警報発令 ○安全確認の上行事・授業を継続する。 ○安全確認の上行事・授業を継続する。 ※安全確認をし徒歩で迎えに来てください。
①下校時間を過ぎても津波警報が解除され ①下校時間を過ぎても津波警報が解除され ○職員は、児童全員が引き渡し終了まで待機
ない場合は、学校で待機する。 ない場合は、学校で待機する。 する。
②保護者引き渡し ②保護者引き渡し
※安全確認をし徒歩で迎えに来てくださ ※安全確認をし徒歩で迎えに来てくださ
い。 い。
○職員は、児童全員が引き渡し終了まで待 ○職員は、児童全員が引き渡し終了まで待
機する。 機する。

○ 職員の動き ※ 家庭、児童の動き
※ 児童在宅中(登校前・下校後・休日)に上記が発生・発令された場合を想定し、自宅待機もしくは、最寄りの避難所に避難するかを決めておく。


